
●
二
〇
〇
八
年
移
民
排
斥
の
衝
撃

　

二
〇
〇
八
年
五
月
、
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル

グ
の
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
（
旧
黒
人
都
市
居

住
区
）
で
南
ア
フ
リ
カ
の
ア
フ
リ
カ
人

に
よ
っ
て
外
国
籍
と
み
ら
れ
る
ア
フ
リ

カ
人
が
襲
撃
さ
れ
た
。
暴
力
的
な
移
民

排
斥
は
数
週
間
の
う
ち
に
全
国
の
主
要

都
市
に
拡
大
し
、
推
定
二
万
人
が
避
難

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
三
万
人
以
上
の
移

民
が
近
隣
の
出
身
国
へ
と
一
時
的
に
出

国
し
た
。

　

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
廃
絶
と
歴
史
的
な

和
解
を
経
験
し
て
き
た
南
ア
フ
リ
カ
社

会
に
お
い
て
発
生
し
た
大
規
模
な
移
民

排
斥
は
き
わ
め
て
深
刻
な
問
題
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の

と
ら
え
方
は
一
様
で
は
な
い
。
ア
フ
リ

カ
民
族
会
議
（
Ａ
Ｎ
Ｃ
）
の
な
か
に
は
、

こ
の
暴
力
の
発
生
を
南
ア
フ
リ
カ
の
民

主
主
義
の
脆
弱
性
の
現
れ
だ
と
指
摘
す

る
少
数
派
も
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
Ａ

Ｎ
Ｃ
の
大
多
数
と
社
会
の
大
部
分
は
、

当
時
の
襲
撃
を
南
ア
フ
リ
カ
国
民
か
ら

政
府
に
対
す
る
「
督
促
状
」
だ
と
見
な

し
て
い
る
（
参
考
文
献
①
）。
移
民
排

斥
は
、
未
解
決
の
住
居
問
題
、
慢
性
的

な
失
業
、
貧
困
、
不
平
等
に
よ
っ
て
産

み
出
さ
れ
て
い
た
社
会
的
緊
張
の
度
合

い
を
過
小
評
価
し
て
い
た
Ａ
Ｎ
Ｃ
政
権

に
衝
撃
を
与
え
た
。

　

二
〇
〇
八
年
の
移
民
排
斥
に
は
、

年
々
、
排
外
的
に
な
る
南
ア
フ
リ
カ
政

府
の
移
民
政
策
が
少
な
か
ら
ず
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
。同
国
の
移
民
政
策
は
、

南
ア
フ
リ
カ
と
い
う
国
家
が
自
国
社
会

に
対
し
て
、
ま
た
南
部
ア
フ
リ
カ
地
域

や
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
な
か
で
自
ら
を
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
か
と
い
う

文
脈
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題

で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ア
パ
ル

ト
ヘ
イ
ト
廃
絶
以
降
の
南
ア
フ
リ
カ
に

お
け
る
移
民
政
策
の
変
遷
を
整
理
し
、

そ
の
政
策
立
案
者
で
あ
る
南
ア
フ
リ
カ

国
家
の
志
向
性
を
検
討
す
る
。

●「
道
義
的
責
任
」と
移
民
の
包
摂

　

二
〇
〇
八
年
の
移
民
排
斥
は
既
に
一

九
九
〇
年
代
か
ら
発
生
し
て
い
た
排
斥

の
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ク
に
過
ぎ
な
い
。
一

九
九
四
年
九
月
の
時
点
で
同
国
の
『
メ

イ
ル
・
ア
ン
ド
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
』
紙

の
社
説
は
、
政
府
と
市
民
の
排
外
主
義

に
対
し
て
「
警
告
を
発
す
る
道
義
的
な

理
由
が
存
在
す
る
。
こ
の
国
は
、
以
前

の
不
安
定
化
政
策
に
よ
っ
て
来
た
し
た

わ
れ
わ
れ
の
隣
人
の
経
済
的
混
乱
に
対

す
る
多
大
な
責
任
を
負
っ
て
い
る
」
と

掲
載
し
て
い
る
（
参
考
文
献
①
）。

　
「
不
安
定
化
政
策
」
と
は
、
ア
パ
ル

ト
ヘ
イ
ト
時
代
の
南
ア
フ
リ
カ
が
、
独

立
間
も
な
い
近
隣
国
の
国
家
運
営
を
妨

害
す
る
た
め
に
軍
事
力
を
用
い
る
こ
と

す
ら
厭
わ
な
か
っ
た
歴
史
を
指
し
て
い

る
。
そ
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
隣
人
」
と

は
、
白
人
支
配
か
ら
の
解
放
闘
争
を
展

開
・
支
援
し
て
い
た
「
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ

ン
諸
国
」、
つ
ま
り
現
在
の
南
部
ア
フ

リ
カ
開
発
共
同
体
（
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
）
の
諸

国
民
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
こ
う
し
た

「
道
義
的
責
任
」
と
い
う
認
識
に
基
づ

き
、
一
九
九
五
年
か
ら
一
九
九
九
年
の

間
に
Ａ
Ｎ
Ｃ
政
権
は
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
諸
国
か

ら
の
移
民
に
三
度
、
市
民
権
を
供
与
す

る
機
会
を
提
供
し
て
い
る
。

　

第
一
の
事
例
は
、
一
九
九
五
年
一
一

月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
に
以
下
の
条
件

で
行
わ
れ
た
。申
請
資
格
を
持
つ
者
は
、

一
九
八
六
年
六
月
に
移
民
法
が
改
定
さ

れ
る
以
前
に
非
正
規
に
南
ア
フ
リ
カ
に

入
国
し
て
以
降
南
ア
フ
リ
カ
で
就
業

し
、
一
九
九
四
年
四
月
の
総
選
挙
で
投

票
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
鉱
山
労
働
者

に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

　

第
二
の
一
九
九
六
年
の
市
民
権
の
付

与
は
、
一
九
九
〇
年
以
前
に
南
ア
フ
リ

カ
に
非
正
規
に
入
国
し
た
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
市

民
、
ま
た
は
南
ア
フ
リ
カ
市
民
と
婚
姻

関
係
に
あ
り
、
犯
罪
歴
の
な
い
Ｓ
Ａ
Ｄ

Ｃ
諸
国
出
身
の
非
正
規
移
民
に
対
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

第
三
の
機
会
は
、
一
九
八
五
年
一
月

か
ら
一
九
九
二
年
一
二
月
ま
で
に
南
ア

フ
リ
カ
に
流
入
し
た
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
人

難
民
に
対
す
る
市
民
権
の
付
与
で
あ
る
。

対
象
者
の
入
国
時
期
は
、
南
ア
フ
リ
カ

に
よ
る
不
安
定
化
政
策
と
東
西
冷
戦
の

代
理
戦
争
と
い
う
要
素
を
併
せ
持
つ
モ

ザ
ン
ビ
ー
ク
の
紛
争
の
最
中
で
あ
る
。

南
ア
フ
リ
カ
の
経
済
・
社
会
変
容

特
　
集

網
中
昭
世

移
民
政
策
の
変
遷
に
み
る

国
家
の
展
望
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第
三
の
機
会
は
一
九
九
九
年
八
月
か
ら

二
〇
〇
〇
年
二
月
に
か
け
て
実
施
さ
れ

た
（
参
考
文
献
②
）。

　

い
ず
れ
の
機
会
に
お
い
て
も
、
対
象

者
に
対
し
て
市
民
権
を
与
え
ら
れ
た
者

は
少
な
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら

の
機
会
の
提
供
は
、
過
去
の
排
他
的
な

移
民
政
策
の
実
践
と
、
南
ア
フ
リ
カ
の

経
済
発
展
に
貢
献
し
て
き
た
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ

諸
国
民
に
対
す
る
南
ア
フ
リ
カ
政
府
な

り
の「
道
義
的
責
任
」の
と
り
方
で
あ
っ

た
。

● 

非
正
規
移
民
の
増
加
と

規
制
の
強
化

　

非
正
規
移
民
を
正
規
化
す
る
手
続
き

が
と
ら
れ
る
反
面
、
非
正
規
移
民
に
対

す
る
取
り
締
ま
り
を
強
化
す
る
動
き
も

み
ら
れ
た
。
南
ア
フ
リ
カ
政
府
は
一
九

九
四
年
に
内
務
省
、
法
務
局
お
よ
び
同

局
矯
正
部
門
、
外
務
省
、
警
察
局
、
国

軍
、
国
家
情
報
庁
に
よ
る
「
非
合
法
外

国
人
に
関
す
る
省
庁
間
委
員
会
」
を
設

け
て
い
る
。

　

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
廃
絶
後
の
警
察
改

革
と
移
民
管
理
は
連
動
し
、
特
に
警
察

は
人
種
主
義
的
国
家
権
力
の
代
行
者
と

い
う
ス
テ
ィ
グ
マ
を
払
拭
す
る
た
め
、

新
生
南
ア
フ
リ
カ
市
民
の
権
利
の
擁
護

者
と
し
て
の
正
当
性
を
得
よ
う
と
し
て

い
る
。
市
民
に
治
安
維
持
へ
の
協
力
を

呼
び
か
け
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ポ
リ

シ
ン
グ
」
が
行
わ
れ
る
過
程
で
は
、
タ

ウ
ン
シ
ッ
プ
の
自
警
団
も
動
員
さ
れ

た
。
警
察
と
市
民
の
協
同
に
よ
る
治
安

回
復
の
た
め
の
取
り
組
み
に
際
し
て
、

共
通
の
「
他
者
」
と
し
て
設
定
さ
れ
た

の
が
「
非
合
法
外
国
人
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
一
九
九
四
年
に
発
表
さ

れ
た
「
復
興
開
発
計
画
（
Ｒ
Ｄ
Ｐ
）」

と
一
九
九
六
年
の
マ
ク
ロ
経
済
戦
略

「
成
長
・
雇
用
・
再
分
配
（
Ｇ
Ｅ
Ａ
Ｒ
）」

の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
移
民
に
関
す
る

政
策
枠
組
み
は
示
さ
れ
ず
に
い
た
。
こ

の
間
に
失
業
率
は
一
九
九
四
年
の
二

〇
％
か
ら
一
九
九
五
年
に
は
一
七
％
に

降
下
し
た
も
の
の
、
一
九
九
七
年
に
は

二
一
％
と
再
度
上
昇
し
て
い
た
。
こ
う

し
た
社
会
状
況
で
、
非
正
規
移
民
が
南

ア
フ
リ
カ
経
済
に
も
た
ら
す
影
響
は
否

定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
れ
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
イ
ン

カ
タ
自
由
党
党
首
ブ
テ
レ
ジ
は
内
務
大

臣
で
あ
っ
た
一
九
九
七
年
当
時
、
議
会

で
移
民
が
南
ア
フ
リ
カ
の
社
会
・
経
済

に
と
っ
て
脅
威
で
あ
る
と
発
言
し
て
物

議
を
醸
し
た
。
ま
た
、
一
九
九
九
年
に

内
務
省
が
発
表
し
た
国
際
移
民
に
関
す

る
白
書
の
な
か
で
は
、
熟
練
・
専
門
職

移
民
の
選
択
的
な
受
け
入
れ
を
志
向
す

る
一
方
で
、
移
民
と
犯
罪
と
の
関
連
や

南
ア
フ
リ
カ
人
と
の
雇
用
を
め
ぐ
る
競

合
と
い
っ
た
否
定
的
な
側
面
が
強
調
さ

れ
て
い
た
。

　

前
述
の
と
お
り
難
民
の
部
分
的
な
認

定
が
、
そ
の
条
件
か
ら
漏
れ
る
者
の
強

制
送
還
と
抱
き
合
わ
せ
で
実
践
さ
れ
て

い
た
点
は
特
筆
に
値
す
る
。
図
1
に
示

す
と
お
り
、
一
九
九
〇
年
か
ら
一
九
九

七
年
ま
で
の
送
還
者
の
累
積
数
は
約
九

〇
万
人
に
及
び
、
そ
の
う
ち
モ
ザ
ン

ビ
ー
ク
人
は
八
二
％
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
人

が
一
一
％
で
あ
り
、
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
出
身
者

が
九
九
％
を
占
め
て
い
る
（
参
考
文
献

③
）。

　

こ
の
構
成
に
変
化
が
み
ら
れ
る
の

は
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
国
内
の
経
済
的
破
綻

が
深
刻
に
な
っ
た
二
〇
〇
〇
年
以
降
で

あ
る
。
ジ
ン
バ
ブ
エ
人
の
送
還
者
数
は

二
〇
〇
〇
年
の
約
四
万
六
〇
〇
〇
人
か

ら
二
〇
〇
六
年
五
月
末
か
ら
一
二
月
末

ま
で
の
間
で
約
八
万
と
増
加
し
た
（
参

考
文
献
④
）。
送
還
者
に
占
め
る
ジ
ン

バ
ブ
エ
人
の
比
率
は
、
一
九
九
〇
年
代

の
一
一
％
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
は
四

六
％
へ
と
大
幅
に
増
加
し
た
。

　

南
ア
フ
リ
カ
へ
移
民
を
送
り
出
す
諸

国
の
状
況
を
み
る
と
、
世
界
銀
行
と
国

際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
の
重
債
務
貧

困
国
Ⅱ
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
あ
る
い
は
被
援

助
国
が
提
出
を
求
め
ら
れ
る
「
貧
困
削

減
戦
略
文
書
（
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｐ
ｓ
）」
や
独

自
の
開
発
の
枠
組
み
を
も
つ
が
、
近
年

の
ジ
ン
バ
ブ
エ
に
お
け
る
雇
用
機
会
の

減
少
と
政
治
的
迫
害
の
な
か
で
、
開
発

の
効
果
は
期
待
で
き
な
い
。
さ
ら
に
Ｐ

Ｒ
Ｓ
Ｐ
ｓ
は
一
九
九
〇
年
代
の
構
造
調

整
政
策
と
大
差
な
く
、
地
域
経
済
に
試

練
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
否
定
的

評
価
も
あ
る
（
参
考
文
献
⑤
）。
こ
の

評
価
が
正
し
け
れ
ば
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

や
ジ
ン
バ
ブ
エ
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
移

民
の
動
き
は
、
皮
肉
に
も
国
際
的
な
援

助
枠
組
み
の
な
か
で
生
じ
た
経
済
的
な

困
難
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
生

存
戦
略
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
二
〇
〇
九
年
二
月

に
ジ
ン
バ
ブ
エ
・
ア
フ
リ
カ
民
族
同
盟
・

20
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図1.　南アフリカからの強制送還者数（単位：人）

（出所）参考文献④より筆者作成。
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愛
国
戦
線
と
民
主
変
革
運
動
の
連
立
政

権
が
発
足
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
南
ア

フ
リ
カ
政
府
は
同
年
四
月
に
ジ
ン
バ
ブ

エ
人
の
強
制
送
還
を
一
時
停
止
し
、
二

年
間
の
滞
在
許
可
を
与
え
た
。
政
府
や

内
務
省
、
非
正
規
移
民
の
摘
発
を
行
う

警
察
、
そ
し
て
産
業
界
が
ど
の
程
度
の

意
思
疎
通
を
図
っ
て
い
た
の
か
は
不
明

だ
が
、
強
制
送
還
が
一
時
停
止
さ
れ
た

「
寛
容
期
」
は
二
〇
一
〇
年
の
Ｆ
Ｉ
Ｆ

Ａ
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
南
ア
フ
リ
カ
大
会

の
準
備
期
間
で
も
あ
り
、
労
働
力
需
要

の
発
生
と
重
な
っ
て
い
た
。

　

そ
の
「
寛
容
期
」
も
二
〇
一
〇
年
九

月
を
も
っ
て
終
了
し
、
内
務
省
は
二
〇

一
一
年
一
月
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
人
の
強
制

送
還
を
再
開
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。

再
開
ま
で
の
猶
予
期
間
に
は
、
政
治
的

亡
命
申
請
の
手
続
き
の
範
疇
の
外
に
あ

る
ジ
ン
バ
ブ
エ
移
民
を
正
規
化
す
る
手

続
き
が
と
ら
れ
た
。
な
お
、
南
ア
フ
リ

カ
国
内
に
は
一
〇
〇
万
人
か
ら
三
〇
〇

万
人
の
ジ
ン
バ
ブ
エ
人
が
滞
在
し
て
い

る
と
見
積
も
ら
れ
て
い
た
（
参
考
文
献

⑥
）
が
、
正
規
化
の
措
置
が
適
用
さ
れ

た
人
数
は
約
二
七
万
五
〇
〇
〇
人
に
と

ど
ま
る
。残
り
の
政
治
的
亡
命
要
求
者
、

難
民
、
労
働
許
可
保
持
者
な
ど
を
除
く

人
々
は
、
二
〇
一
一
年
七
月
三
一
日
に

送
還
の
一
時
停
止
期
間
が
終
わ
る
と
再

び
送
還
の
対
象
と
な
っ
た
。

●
受
け
入
れ
移
民
の
二
極
化

　

一
九
九
九
年
に
大
統
領
に
就
任
し
た

ム
ベ
キ
は
、
二
〇
〇
一
年
の
ア
フ
リ
カ

連
合
（
Ａ
Ｕ
）
首
脳
会
議
で
主
導
性
を

発
揮
し
、
貧
困
の
削
減
、
持
続
可
能
な

成
長
と
開
発
、
国
際
政
治
経
済
へ
の
統

合
を
目
指
す
ア
フ
リ
カ
諸
国
家
元
首
に

よ
る
誓
約
「
ア
フ
リ
カ
開
発
の
た
め
の

新
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ａ

Ｄ
）」
を
採
択
す
る
の
に
一
役
買
っ
た
。

そ
の
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ａ
Ｄ
で
は
人
の
移
動
の
自

由
の
達
成
が
掲
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
制

度
的
な
議
論
は
発
展
し
て
い
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
二
〇
〇
二
年
に
改
定

さ
れ
た
南
ア
フ
リ
カ
の
移
民
法
は
、
一

九
九
九
年
の
国
際
移
民
に
関
す
る
白
書

の
内
容
に
基
づ
き
、
熟
練
労
働
者
と
投

資
家
の
移
民
の
受
け
入
れ
を
奨
励
し
、

契
約
労
働
者
の
雇
用
の
た
め
に
「
法
人

許
可
」
を
設
け
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
四

年
に
は
二
〇
〇
二
年
の
移
民
法
へ
条
項

が
追
加
さ
れ
、
熟
練
・
専
門
職
移
民
を

選
択
的
に
受
け
入
れ
る
た
め
に
産
業
分

野
ご
と
の
割
当
制
が
導
入
さ
れ
た
。
二

〇
〇
二
年
移
民
法
が
施
行
さ
れ
た
結
果

と
し
て
、
図
1
の
南
ア
フ
リ
カ
か
ら
の

強
制
送
還
者
数
に
あ
る
よ
う
に
、
二
〇

〇
二
年
と
二
〇
〇
四
年
移
民
法
の
条
件

か
ら
漏
れ
た
強
制
送
還
者
の
増
加
を
招

い
て
い
る
。

　

ム
ベ
キ
政
権
は
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇

〇
八
年
ま
で
の
第
二
期
で
も
熟
練
・
専
門

職
移
民
の
選
択
的
受
け
入
れ
と
、
法
人

許
可
に
よ
る
農
業
労
働
者
お
よ
び
二
国

間
合
意
を
通
じ
た
鉱
山
業
の
た
め
の
非

熟
練
労
働
力
の
確
保
と
い
う
二
本
立
て

の
方
針
を
維
持
し
た
。
二
〇
〇
六
年
に

公
表
さ
れ
た
経
済
政
策
の
指
針
「
南
ア

フ
リ
カ
経
済
成
長
加
速
化
衡
平
化
戦
略

（
Ａ
Ｓ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）」
で
は
、
熟
練
・
専
門

職
の
移
民
を
国
際
的
に
積
極
的
に
受
け

入
れ
る
方
針
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

　

二
〇
〇
九
年
に
Ａ
Ｎ
Ｃ
政
権
を
引
き

継
い
だ
ズ
マ
の
も
と
で
、
改
定
さ
れ
た

二
〇
一
一
年
移
民
法
は
、
い
っ
そ
う
排

他
的
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
商
用

査
証
の
発
給
条
件
と
し
て
一
定
額
以
上

の
投
資
が
求
め
ら
れ
、
難
民
申
請
期
間

は
従
来
の
一
四
日
間
か
ら
五
日
間
に
大

幅
に
短
縮
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
四

年
以
来
導
入
さ
れ
て
い
た
熟
練
・
専
門

職
移
民
の
割
当
制
が
廃
止
さ
れ
、「
必

要
不
可
欠
な
」専
門
職
に
限
定
さ
れ
た
。

そ
し
て
同
法
に
抵
触
し
た
場
合
の
罰
則

は
、
従
来
の
罰
金
か
ら
最
長
一
五
年
の

禁
固
刑
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
（
参
考

文
献
⑦
）。

●
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
に
お
け
る
人
の
移
動

　

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
廃
絶
後
の
南
ア
フ

リ
カ
は
、
同
時
期
に
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
に
加
盟

す
る
こ
と
で
南
部
ア
フ
リ
カ
地
域
の
政

治
経
済
的
な
枠
組
み
に
も
復
帰
し
、
同

地
域
の
移
民
受
け
入
れ
国
と
し
て
、
そ

の
立
場
を
表
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

た
。
し
か
し
、
移
民
受
け
入
れ
国
で
あ

る
南
ア
フ
リ
カ
、
ボ
ツ
ワ
ナ
、
ナ
ミ
ビ

ア
と
そ
の
他
の
送
り
出
し
諸
国
の
立
場

の
違
い
に
よ
っ
て
、
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
で
の
議

論
は
往
々
に
し
て
二
分
さ
れ
て
い
る
。

　

一
九
九
五
年
に
は
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
の
「
人

の
移
動
の
自
由
に
関
す
る
議
定
書
」
が

調
印
に
至
ら
ず
、
一
九
九
七
年
に
「
人

の
移
動
の
促
進
に
関
す
る
議
定
書
草

案
」と
し
て
練
り
直
さ
れ
た
。
し
か
し
、

こ
の
議
定
書
草
案
で
す
ら
、
一
九
九
八

年
の
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
首
脳
会
議
で
採
択
さ
れ

な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ

の
自
由
貿
易
議
定
書
は
二
〇
〇
〇
年
に

円
滑
に
批
准
さ
れ
た
。

　

棚
上
げ
と
な
っ
て
い
た
人
の
移
動
に

関
す
る
議
定
書
は
二
〇
〇
三
年
に
Ｓ
Ａ

Ｄ
Ｃ
の
政
治
・
防
衛
・
安
全
保
障
機
構

（
Ｏ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
で
議
論
が
再
開
さ
れ
た

が
、
移
民
に
関
す
る
議
論
の
場
が
Ｏ
Ｐ

Ｄ
Ｓ
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
自
体
、
移
民

を
脅
威
と
と
ら
え
て
規
制
す
る
傾
向
に

拍
車
を
か
け
た
。
最
終
的
に
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ

は
二
〇
〇
五
年
に
「
人
の
移
動
の
促
進

に
関
す
る
議
定
書
」
を
採
択
し
た
。
こ

の
議
定
書
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
自
由
貿

易
議
定
書
に
従
い
、
加
盟
各
国
の
出
入

国
規
制
の
強
化
と
産
業
労
働
者
を
確
保
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す
る
た
め
の
二
国
間
合
意
を
強
く
推
奨

し
た
。
な
お
、
同
議
定
書
に
は
、
二
〇

〇
八
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
間
に
南
ア

フ
リ
カ
（
二
〇
〇
八
年
）
を
含
む
各
国

が
批
准
し
て
い
る
。

●
お
わ
り
に

　

南
ア
フ
リ
カ
は
、
ア
フ
リ
カ
の
地
域

市
場
に
お
い
て
圧
倒
的
な
競
争
力
を
誇

る
。
し
か
し
、
そ
の
例
外
が
労
働
市
場

で
あ
り
、
南
部
ア
フ
リ
カ
の
自
由
貿
易

圏
を
創
設
す
る
構
想
と
、
そ
の
圏
内
で

中
心
的
労
働
市
場
と
な
る
南
ア
フ
リ
カ

に
お
い
て
南
ア
フ
リ
カ
人
の
雇
用
の
確

保
を
両
立
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
。
こ
の
課
題
が
最
も
顕
著
と
な
る
の

は
移
民
問
題
で
あ
る
。

　

ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
廃
絶
直
後
の
南
ア

フ
リ
カ
政
府
に
よ
る
移
民
の
社
会
的
な

包
摂
と
い
う
選
択
は
、
反
ア
パ
ル
ト
ヘ

イ
ト
運
動
の
賜
で
あ
る
地
域
的
な
連
帯

の
意
識
と
反
差
別
的
な
政
治
文
化
の
実

践
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年

代
後
半
に
行
わ
れ
た
周
辺
国
出
身
者
に

対
す
る
市
民
権
の
付
与
が
、
そ
の
条
件

に
適
わ
ぬ
者
を
排
除
す
る
強
制
送
還
と

同
時
並
行
的
に
行
わ
れ
て
い
た
事
実
は
、

そ
れ
以
降
の
南
ア
フ
リ
カ
の
移
民
政
策

の
排
他
的
な
方
向
性
を
予
見
さ
せ
る
。

　

ム
ベ
キ
政
権
と
続
く
ズ
マ
政
権
の
下

で
は
、一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
、

二
〇
〇
四
年
、
二
〇
一
一
年
の
移
民
法

改
定
を
経
て
、
移
民
政
策
の
枠
組
み
は

狭
隘
な
も
の
へ
と
変
質
し
て
い
る
。
さ

ら
に
二
〇
〇
八
年
に
全
国
規
模
で
発
生

し
た
移
民
排
斥
が
、
ム
ベ
キ
政
権
期
に

と
ら
れ
た
マ
ク
ロ
経
済
政
策
Ａ
Ｓ
Ｇ
Ｉ

Ｓ
Ａ
に
対
す
る
国
民
か
ら
の「
督
促
状
」

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
は
、
そ

れ
に
対
処
す
る
ズ
マ
政
権
の
ポ
ピ
ュ
リ

ス
ト
的
性
格
を
色
濃
く
さ
せ
て
い
る
。

南
ア
フ
リ
カ
政
府
は
形
式
的
に
は
国
家

安
全
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
、
実
質
的

に
は
新
た
な
他
者
を
設
定
し
、
そ
れ
を

否
定
す
る
と
い
う
消
極
的
な
方
法
に

よ
っ
て
国
民
形
成
を
促
し
て
い
る
。

　

人
の
移
動
に
関
す
る
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
で
の

議
論
は
往
々
に
し
て
二
国
間
の
合
意
を

推
奨
し
、
南
ア
フ
リ
カ
が
こ
れ
に
与く

み

し

て
き
た
。
こ
れ
は
南
ア
フ
リ
カ
が
主
導

力
を
発
揮
し
た
結
果
と
評
価
す
る
こ
と

も
可
能
だ
が
、
翻
っ
て
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
が
共

同
体
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
機
会

は
失
わ
れ
た
。
そ
れ
は
ジ
ン
バ
ブ
エ
の

政
治
経
済
的
危
機
に
際
し
て
、
Ｓ
Ａ
Ｄ

Ｃ
に
移
民
や
難
民
の
流
入
に
対
応
す
る

能
力
が
備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
露
呈
さ
れ
た
。
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
に
お
い
て

南
ア
フ
リ
カ
が
示
し
て
き
た
立
場
は
、

Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｃ
の
機
能
の
強
化
に
必
ず
し
も

資
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

（
あ
み
な
か　

あ
き
よ
／
日
本
学
術
振
興

会
特
別
研
究
員
・
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
）
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